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　茨城県は「特定警戒都道府県」に指定されたため、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態措置とし
て、令和2年5月6日（水）まで、以下の3点を県全域に要請しています。

（１）外出自粛
（２）「３つの密」が重なりやすい施設でのイベントの開催自粛
（３）「３つの密」が重なりやすい施設に対する休業
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　　県の要請に伴い、対象施設を5月6日まで連続して休業（飲食店や居酒屋などの食事提供施設は営業時間
を短縮）した中小企業及び個人事業主を対象に協力金として、１事業者最大30万円を給付。１事業者当た
り10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数賃借している場合は更に10万円を加算。

○相談窓口（休業要請、協力金）…電話番号029-301-5375、開設時間：9時～17時（土日祝日含む）
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・連休の外出を控え、責任ある行動をしよう!!（Stay Home!）
・医師、看護師、医療従事者の皆さんありがとう!!
・地元の飲食店（テイクアウト含め）・小売店を応援しよう!!

種　類 施　設
遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ネットカフェ等

大学、学習塾等 大学、専修学校、自動車教習所、学習塾等
運動、遊技施設 体育館、ボーリング場、スポーツクラブ、パチンコ店、ゲームセンター等

劇場等 劇場、観覧場、映画館等
集会・展示施設 集会場、展示場、博物館、美術館、ホテル等

商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗等
食事提供施設 5時～20時までの間の営業、酒類の提供は19時まで※宅配・テイクアウトを除く

※社会生活を維持する上で必要な施設（医療施設、社会福祉施設（保育所含む）、生活物資販売施設、食事提供施設、交
通機関等）については、感染防止対策を講じて事業を継続します。

３つの密
①密閉空間
②密集場所
③密接場面

（家にいよう）

▲�°
̀ �]�½�w�h�Š�t�]�U�Ú�µ�«�¬�-�›�‚ 私は、臨時会予算の内示会で、大井川知事（写真左）に対し、県民のマスクが手に入らない不安への
対策を求めました。福井県では、民間企業の協力により、県が全世帯分のマスク（50枚入り2箱分）を確保して、その購入券を配布し、県民
がマスクを購入できる仕組みを全国で初めて作りました。福井県にできて茨城県にできないはずがない。本県も知恵とやる気で、県民にマス
クが行き渡るようにすべきだと意見を述べました。（R2.4.21）



（2） 2020年4月29日笑顔大好き

令和2年県議会第1回定例会を終えて
（令和2年2月27日～3月24日、27日間）

令和2年県議会4月臨時会（令和2年4月27日）を終えて

◎補正予算　　　　　　　　　963億33百万円
〈内訳〉
・感染拡大防止策と医療提供体制の整備等

74億90百万円
・県民生活等への支援　　　　　　　　11億81百万円
・県内産業等への支援　 　　　　　　866億62百万円
・今後の備え（予備費）       　　　　　　10億円
◎補正後予算　　　　　 1兆2,665億40百万円

・　国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対
策等に連動して必要な予算の計上について、スピード
感をもって対応。

・　特に、極めて厳しい経営状況にある中小企業・個人
事業主に対しては、県独自で事業継続や雇用維持のた
めの強力な支援を実施。

・　今回の補正予算に係る所要の一般財源については、
一般財源基金からの繰入金を充当。

（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備等
○県からの休業要請等に応じた事業者に対する協力金の

支払い
　新　新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金

　　　　　　　　　　　　4,500百万円
○医療機関の設備整備に対する補助、軽症者等受け入れ

施設の借り上げ等
　・　感染症予防医療法施行事業　　　　　　2,066百万円
○高齢者福祉施設や保育施設等における感染拡大防止の

ための資材提供に要する経費等　
　新　社会福祉施設等コロナウイルス感染症対策事業

　　　　　　　　　　　　  669百万円
○精神障害者施設等への心のケアのための医師の派遣等  
　新　精神障害者新型コロナウイルス感染症対策事業

　　　　　　　　　　　　　　  5百万円
○感染が発生した高齢者福祉施設における応援職員の受

け入れに対する支援等   
　新　施設等職員緊急補充事業　　　　　　 68百万円
○学校再開後の学習等への対応のための非常勤講師の勤

務時間の増に要する経費　
　・　学校の臨時休業に伴う補習等に係る学習等支援関
　　　連事業　　　　  　　　　　　　　  182百万円
    

（２）県民生活等への支援
○生活福祉資金貸付金の貸付原資の積み増し
　新　生活福祉資金貸付原資等助成事業　　800百万円
○生活困窮者に対する支援員の増員、離職者等への住居

確保給付金の拡充等    
　・　生活困窮者自立支援事業　　　　　　45百万円
○中高一貫教育校、特別支援学校における端末等整備の

前倒し、家庭用無線環境の整備　
　新　県立学校における1人1台端末整備関連事業

　　　　　　　　 　　　　　　　　　 333百万円
○給食中止に伴うキャンセルできなかった食材費の補填

等に要する経費  
　新　学校給食臨時休業対策事業  　　　　     3百万円
   

（３）県内産業等への支援
○中小企業に対する事業活動の維持に必要な資金の貸し

付け
　新　新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金

4,572百万円
○国・緊急経済対策に対応した融資メニューの創設
　・　中小企業融資資金貸付金

【融資枠560,000】80,000百万円
○国・雇用調整助成金の上乗せ支援
　新　新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成事業

　　　　　　　　　　  1,257百万円
○県有施設におけるイベント等自粛に伴うキャンセル料

返還の補填に要する経費   
　・　指定管理施設におけるキャンセル対応関連事業

　　　　　　　　　　　　　　　　     25百万円
○県産品のお取り寄せサイトを活用した県産品販売キャ

ンペーンの実施    
　新　県産品お取り寄せ販売促進事業　　 　49百万円
○学校給食における県産和牛等の提供に対する補助
　新　県産和牛等学校給食提供緊急対策事　 759百万円

（４）今後への備え
○予備費　　　　　　　　　　　　　　　  1,000百万円

主な事業

基本的な考え方

令和2年度4月県一般会計補正予算を可決



区　分 給　付　額 売上要件 給付時期 窓　口

⑴持続化給付金  中小企業　　200万円 
 個人事業主　100万円 ▲50％ 国予算 

成立後
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 
0570-783-183

【県独自】 
⑵休業協力金

 中小・個人事業主 最大30万円 
 ※休業要請に協力。対象業種あり ― R2.5月～ 休業要請・協力金専用相談窓口 

029-301-5375（4/18～）

⑶雇用調整助成金
 ＠8,330円／人日上限
 ※従業員を解雇しない場合の助成率
 　 中小9/10、大企業3/４

▲ 5％ R2.4月～ 茨城労働局 
029-277-8294

【県独自】 
⑷雇用調整助成金
　県上乗せ

 ＠925円／人日上限 
 ※⑶の中小9/10に1/10上乗せして助成
 ※⑶との合計9,255円が上限

▲50％ R2.5月～ 県労働政策課 
029-301-3645

⑸特別定額給付金  ＠10万円／人　※全国民対象 ― R2.5月～ 市町村

（3）2020年4月29日 笑顔大好き

⑴ 政策金融公庫とお付き合いのある方（新規申込も可）

　　日本政策金融公庫の特別貸付
　　［対　　　象］ 売上▲5％以上
　　［融資限度額］ 個人6千万円・中小3億円    
　　［期　　　間］ 15年（据置5年）
　　［利　　　子］ 3年間無利子無担保（限度額：個人3千万円・中小1億円）
　　　　　　　　※個人：3千万円超は年0.46％、中小：1億円超は0.21％ 　
　　［保　証　料］ 不要

⑵ すでに信用保証協会とお付き合いのある方（新規申込も可）

　　新型コロナウイルス感染症対策融資（融資枠5,600億円）
　　［対　　　象］ 売上▲5％以上
　　［融資限度額］ 8千万円（融資は金融機関）
　　［期　　　間］10年（据置5年）
　　［利　　　子］ 3年間無利子無担保(限度額:3千万円）　※（3千万円超は年1.3％～1.6％）
　　［保　証　料］ ゼロ　※（3千万円超は要保証）
　　［借　換　え］ 保証付融資全てが対象。
　　　　　　　　※利子・保証料ともに個人▲5％以上・中小▲15％以上の場合

⑶ 上記の融資を受けることが困難な方

　　【県独自】新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金（貸付枠44億円）
　　［貸 付 条 件］ 売上▲50％以上、公的融資や民間金融機関からの借入が困難
　　［貸付限度額］ 200万円、無利子無担保
　　［期　　　間］ 10年（据置5年）　※10年限度に延長可
　　［協 調 割 合］ 県3/4、市町村1/4　 ※県と市町村による協調貸付

借りるお金

もらえるお金

新型コロナウイルス感染症対策

中小企業・個人事業主への支援

窓口：県産業政策課029-301-3530



症状のある方

不安に思う方

●「風邪の症状」や「37.5℃以上の
　発熱」が4日以上続いている方
※高齢者や基礎疾患等がある方は、
　上の状態が2日程度続く場合
●「強いだるさや息苦しさ」がある方

一般相談窓口に電話
■茨城県庁内
　TEL：029-301-3200
　受付時間：24時間（土日・祝日含む）
■中央保健所（旧水戸保健所）
　TEL：029-241-0100
　受付時間：平日　9時～17時

帰国者・接触者相談センターに電話
■茨城県庁内
　TEL：029-301-3200
　受付時間：24時間（土日・祝日含む）
■中央保健所（旧水戸保健所）
　TEL：029-241-0100
　受付時間：平日　9時～17時

帰国者・接触者
外来を受診

ＰＣＲ検査 入院等

自宅療養
又は

一般医療機関を受診

陰性

専門的な助言が必要な場合

受診が
必要な場合

検査が
必要な場合 陽性

受診が不要な場合

専門的な助言が不要な場合

（県衛生研究所等）

▲ドライブスルー方式による検体採取の手順を確認している様子
　（R2.4.22）

○対象：中央保健所管内に居住し、PCR検査が必要と医師
　　　　が認めた人
○日時：（当面）火・水・金曜日の15時～16時
　　　　1日最大6名まで　
○場所：いばらき予防医学プラザ駐車場（水戸市笠原町）
　　　　※笠間市立病院から医師を派遣して実施

ドライブスルー方式のPCR検査を導入
（県中央保健所 旧水戸保健所）

保健所管轄ごとの陽性者数

陽性者151名（R2.4.22時点）

新型コロナウイルス感染症が心配になった場合

PCR検査で陽性となった方の受け入れ先
※ECMO（体外式膜型人工肺）
　救命困難な重症の呼吸不全又は循環不全の
　患者に使用する救命・生命維持装置
　
医療機関において，
医療従事者等による
懸命な対応が講じら
れています

県内宿泊施設において、4
月14日から、無症状・軽症
者の方の受け入れを開始

〈確保状況〉
公的・民間施設で

４施設　約２３０室確保
（県などが確保）

※約４３０室まで拡充予定 ※県立中央病院も対応している。
　このため、通常診療は縮小対応

無症状・軽症
重症

（ECMO症例等）
中等症

（呼吸苦等）

※今回号は、県の新型コロナウイルス関係資料（R2.4.22現在）を基に独自に調査したものを付加して掲載しました。

県中央保健所
水戸市保健所

（4） 2020年4月29日笑顔大好き

HPアドレス●http://business2.plala.or.jp/tokoiy　「県政について語ろう！」コーナーをぜひご覧ください。
フェイスブックもどうぞご覧ください。皆様のご意見をお待ちしています。


